
告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号 

 
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と

お
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

処
分
を
し
た
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
一
日 

二 

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
許 

 

可
番
号 

 

株
式
会
社
ア
ッ
プ

ス
テ
ッ
プ 

株
式
会
社
髙
木
管

鉄
工
業 

株
式
会
社
ワ
ー
ル

ド
ワ
イ
ド 

三
協
建
物
株
式
会

社 北
成
建
設
株
式
会

社 株
式
会
社
Ｒ
ｓ
ｔ

ｙ
ｌ
ｅ 

商
号
又
は
名
称 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
大

字
笹
久
保
新
田
七
百
二
十
二
番

地
一 

埼
玉
県
川
口
市
西
青
木
二
丁
目

十
四
番
二
十
六
号 

埼
玉
県
川
口
市
西
川
口
四―

四―

十
三―

二
〇
二 

（
許
可
時
：
埼
玉
県
越
谷
市
弥

生
町
十
一―

五
大
野
ビ
ル
五

Ｆ
） 

埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
脚
折
町
六
丁

目
十
九
番
七
号 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
大

字
高
曽
根
六
百
八
番
地 

（
許
可
時
：
埼
玉
県
さ
い
た
ま

市
岩
槻
区
大
字
高
曽
根
六
百
七

番
地
） 

埼
玉
県
富
士
見
市
鶴
馬
千
九
百

八
十
一
番
地
三 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地 

森 

琢
哉 

髙
木 

治
美 

（
許
可
時
：
髙

木
政
晴
） 

細
川 

隆
之 

井 

直
樹 

川
口 

博
光 

田
栗 

一
男 

代
表
者
の
氏
名 

埼
玉
県
知
事
許
可 

(

般―

三)
 

第
七
五
〇
九
四
号 

埼
玉
県
知
事
許
可 

(

般―

三)
 

第
一
四
六
三
七
号 

 

埼
玉
県
知
事
許
可 

(

般―

三)
 

第
七
二
八
六
三
号 

埼
玉
県
知
事
許
可 

(

般―

四)
 

第
七
五
三
八
五
号 

埼
玉
県
知
事
許
可 

(
般―
三)

 

第
七
四
四
七
八
号 

埼
玉
県
知
事
許
可 

(

般―

四)
 

第
七
五
四
五
〇
号 

許
可
番
号 

b8b694ccfd36772fd47dd396695d0ea5



 

三 

処
分
の
内
容 

 
 

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
（
一
般
建
設
業
の
許
可
）
の
取
消
し 

四 

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実 

 
 

令
和
八
年
埼
玉
県
告
示
第
百
八
十
一
号
に
よ
り
営
業
所
の
所
在
地
が
確
知
で
き
な
い
旨
の
公

告
を
行
っ
た
が
、
公
告
後
三
十
日
を
経
過
し
て
も
申
出
が
な
く
、
こ
の
こ
と
は
法
第
二
十
九
条

の
二
第
一
項
に
該
当
す
る
。 

株
式
会
社
サ
ト
ウ

電
機 

藤
間
工
務
所 

ペ
ン
テ
ッ
ク
株
式

会
社 

埼
玉
県
草
加
市
青
柳
七
丁
目
六

番
十
二
号 

埼
玉
県
深
谷
市
新
井
千
九
十
六

番
地
二 

埼
玉
県
草
加
市
中
根
二
丁
目
二

十
八
番
九
号 

佐
藤 

力 

藤
間 

晴
夫 

田
村 

忠
美 

埼
玉
県
知
事
許
可 

(

般―

三)
 

第
三
一
四
二
二
号 

埼
玉
県
知
事
許
可 

(

般―

三)
 

第
七
四
四
九
九
号 

埼
玉
県
知
事
許
可 

(

般―

三)
 

第
六
九
八
〇
六
号 
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